
ページ 章・編 条 現 行 改 訂
P７ １ 測量作業共通仕様

書
第１編 測量作業共
通仕様書

第４条 （作業の実施）
第４条 測量作業は三重県公共測量作業規程（国土交通省公共測量作業規程・同
規程解説と運用・同規程記載要領を準用）、三重県土地改良事業測量作業規程（農
林水産省農村振興局測量作業規程・運用基準を準用）（以下「規程」という。）により
実施するものとする

（作業の実施）
第４条 測量作業は三重県公共測量作業規程（作業規程の準則（平成２０年国土交通省告
示第413号）準用）、三重県土地改良事業測量作業規程（農林水産省農村振興局測量作業
規程を準用）（以下「規程」という。）により実施するものとする。

P26 2 用地測量共通
仕様書 目次

第35条 土地現地調査書

別記 土地現地調査書作成要領

土地現地調査報告書

別記 土地現地調査報告書作成要領
P37 2 用地測量共通

仕様書
第4章 土地測量

第35条 （土地現地調査書）
第35条 乙は、土地現地調査書及び添付図面を作成するものとす
る。

（土地現地調査報告書）
第35条 乙は、土地現地調査報告書及び添付図面を作成するものとする。

P38 2 用地測量共通
仕様書
成果品一覧表

別表第
１（第10
条関
係）

業務区分；土地現地調査書作成、土地現地調査書添付図面作成
成果品の名称；土地現地調査書、土地現地調査書添付図面

業務区分；土地現地調査報告書作成、土地現地調査報告書添付図面作
成
成果品の名称；土地現地調査報告書、土地現地調査報告書添付図面

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

土地現地調査書作成要領

共通事項

土地現地調査報告書作成要領

〔共通事項〕

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

１．この調査書は、土地の表示に関する官公署の登記の嘱託に当た
り、現地での申請物件の特定及び嘱託に係る事実に関し、調査、確
認した経緯、結果等をとりまとめて明らかにするものであり、原則とし
て１筆の土地ごとに１調査書用紙を用いて作成するものとする。ただ
し、数筆の土地を一括して嘱託する場合において、調査、確認した経
緯、結果等の内容が同一であるときは関係する土地をとりまとめて１
調査書用紙により作成して差し支えない。

１ この調査報告書は、土地の表示に関する登記の官公署の嘱託に当た
り、現地での申請物件の特定及び嘱託に係る事実に関し、調査、確認した
経緯、結果等をとりまとめて明らかにするものであり、原則として１筆の土地
ごとに１調査報告書用紙を用いて作成するものとする。ただし、数筆の土地
を一括して嘱託する場合において、調査、確認した経緯、結果等の内容が
同一であるときは、関係する土地をとりまとめて１調査書用紙により作成して
差し支えない。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

２．各欄中不動文字があるものは、該当事項を□で囲み、該当事項
がないときは、当該欄の「その他」欄括弧内関係事項を記載する。
３．該当欄に関係事項を記載することができないときは、備考欄に
(ｱ)(ｲ)(ｳ)等の適宜の符号を冠記して関係事項を記載するものとす
る。この場合は該当欄には例えば「備考欄(ｱ)記載のとおり。」と記載
して相互の関係を明らかにする。

２ 各欄中、該当する項目の□の中にレ点の印を付ける。該当項目が複数
ある場合は、それぞれの項目にレ点の印を付ける。該当項目の表示がない
場合は、その他にレ点の印を付け、その括弧内に必要事項を記載する。な
お、当該箇所に記載できない場合には、備考欄に(ｱ)(ｲ)(ｳ)等の適宜の符
号を冠記して関係事項を記載し、該当欄に例えば「備考欄(ｱ)記載のとお
り。」と記載して相互の関係を明らかにするものとする。

三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

４．文書による説明が困難又は相当でないときは、現況写真又は法
務局備え付けの地図の写し、地積測量図の写し、その他の図面等を
利用して簡明に説明したうえ、これを調査書に合綴する。この場合、
該当欄には、例えば「別添図面記載のとおり。」又は「別添現況写真
（その他添付した資料名）参照」のように記載する。

３ 該当項目にレ点の印を付しただけでは説明が困難又は相当でないとき
は、現況写真又は法務局備付地図等の写し、地積測量図の写し、その他
の図面等を利用して簡明に説明した上、これを調査報告書につづるものと
する。この場合、該当欄には例えば「別添図面のとおり。」又は「別添現況
写真（調査報告書につづった資料名を記載）参照」のように記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

５．調査年月日は、現地調査日（数日を要したときは最終日）を記載
する。

４ 作成年月日は、調査報告書を作成した日を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

６．事務所名、用地担当課長名は、最終の調査年月日当時の課長名
を記載する。

５ 用地担当課長名は、調査報告書に係る土地の調査、測量等を担当した
部署の課長名を記載するものとする。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

６ 担当者名は、調査報告に係る土地の現地における調査、立会い（立会
人の本人確認を含む）等を行った担当者名を記載するものとし、複数の者
が担当した場合は、主たる者を記載する。なお、土地の現地における調
査、立会い等及び嘱託登記を社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会に委託した場合は、「社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会 社員 土地家屋調査士 氏名何某 職印」と記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

各欄の記載 ［各欄の記載］

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

１ 登記の目的欄
申請する登記の目的を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

１．調査物件欄
申請物件の所在及び地番を記載する。なお、数筆の土地を一括申
請する場合において、調査、確認した経緯、結果等の内容が同一で
あるときは、関係する土地の地番を併記する。

２ 申請対象土地欄
申請する土地の登記記録上の所在、地番、地目及び地積を記載する。な
お、数筆の土地を一括申請する場合において、調査、確認した経緯、結果
等の内容が同一であるときは、関係する土地の地番、地目及び地積を併
記する。
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

２．地域区分欄
不動産登記事務取扱手続準則第25条４項による地域区分に従って
記載する。

３ 地域区分欄
不動産登記規則第１０条第２項による地域区分を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

４ 地図等の分類・種類欄
申請対象土地の管轄登記所備付地図等による分類及び種類を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

４．所有権確認資料欄
呈示された資料及び調査資料について記載する。

５ 所有権確認資料欄
申請する土地の所有権に関し、所有者又は利害関係人等の所有権を証
する情報等について確認した資料を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

３．所在の確認欄
資料及び現地での調査による確認の双方を記載する。

６ 申請土地の確認欄
申請する土地の特定に関し、確認した資料及び現地での調査を記載し、
地図等における土地の位置及び形状と現地におけるそれとの整合性を記
載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

７ 現況及び利用状況欄
申請する土地の現況、利用状況、利用目的及び占有状況について調査し
た結果を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

５．筆界の調査欄
(1) 境界調査の方法欄
境界調査のため利用した資料等を記載する。

８ 筆界に関する情報欄
(1) 筆界調査の方法欄
筆界調査のため利用した資料等を記載する。

P41 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

(2) 境界標の種別及び位置欄
現地において設置されている境界標の種類を記載し、その位置を図
面で記載する。図面による記載例は別添参考図のとおり。

(2) 境界標等の種類欄、同既設・新設欄及び同位置欄
現地に設置されている境界標の種類及び既設・新設を記載し、その位置を
図面で表示する。なお、図面による表示例は別紙参考図のとおりであり、表
示する境界標は種類欄の境界標の（ ）で記載した記号により表記して差し
支えない。
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

(4) 立会人の住所、氏名及び所有者との関係欄
筆界確認の際立会った者の住所、氏名及び立会人と所有者との関
係を図面又は立会調書写により表示する。図面による記載例は別添
参考図のとおり。たとえば、立会人と所有者との関係は、管理人又は
代理人が立会っておれば、管理人、代理人の氏名、住所を表示す
る。

９  民有地の立会人及び本人確認方法等欄
対象土地の筆界の調査に関し、立会いが行われた結果及び立会人の本
人確認方法を記載する。立会人の本人確認方法は、該当する確認方法の
番号を記載すれば足り、調査報告書にその写し等を併せて提供する必要
はない。立会人氏名及び立会年月日は、同一筆界について複数人、複数
回において行われている場合、最終的に筆界を確認した際の立会人及び
立会年月日を記載すれば足りる。
なお、これら境界立会の方法及び結果等を記録した境界立会調書等の写
しをもって代えることができる。この場合は、別添「境界立会調書の写しのと
おり」として調査報告書につづるものとする。

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

10  公有地の立会確認者欄
対象土地に公有地が含まれる場合の立会いについて、立ち会った官公署
の職員の所属、官職、氏名及び立会年月日を記載する。なお、同一官公
署において、その所管を異にする部署の立会いを求めた場合も同様に記
載する。

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

11 測量・求積の方法等欄
(1) 基本三角点等欄
不動産登記規則第７７条第１項７号により基本三角点等に基づく測量を
行った場合に使用した基本三角点等を記載する。なお、その位置につい
ては、当該基本三角点等の「点の記」の写しを提供するか又は８，(2)の境
界標等の位置を表示した図面等を用いて基本三角点等の名称及びその
座標値を表示する（不動産登記事務取扱手続準則第５０条第１項）。

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

(3) 恒久的地物の種類及び位置欄
現地において存在する恒久的地物を使用して筆界点を定めた場合
は、不動産登記事務取扱手続準則第98条２項及び３項によりその種
類を記載し、その位置を図面に記載する。図面による記載例は別添
参考図のとおり。

(2) 恒久的地物欄
不動産登記規則第７７条第１項７号により基本三角点等に基づく測量がで
きない特別の事情がある場合に近傍の恒久的地物に基づく測量を行った
場合は、使用した当該地物の名称、概略図及びその座標値を８，(2)の境
界標等の位置を表示した図面等を用いて表示する（不動産登記事務取扱
手続準則第５０条第２項）。

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

６．地積測量等の方法欄
測量及び求積の方法を記載する。

(3) 観測方法、求積方法、座標系欄
申請する土地の地積、筆界点の位置を明らかにするため調査・測量を実施
した場合は、その方法、使用機器、求積の方法及び座標系並びに測量年
月日を記載する。
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

(4) 許容誤差欄
地積測量図を作成するための測量における誤差の限度を明らかにするた
め不動産登記規則第７７条第４項において準用する第１０条第４項の規定
による地域区分、精度区分を記載する。なお、この許容誤差は、分筆前の
地積を基準にすることから（不動産登記準則第７２条第１項）、これを超える
ときは併せて地積更正の登記をする必要があるため、その有無を記載す
る。

P42 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

別記
（第35
条関
係）

７．備考欄
備考欄には、該当事項欄に記載できない事項のほか、参考となる事
項等を記載する。

12 備考欄
備考欄には、該当事項欄に記載ができない事項のほか、参考となる事項
等を記載する。

P43 2 用地測量共通
仕様書
土地現地調査書
作成要領

参考図

土地の所在
注 土地所在図、地積測量図を参考図として利用しても差し支えな
い。

外枠消去
図変更
所在
注 土地所在図、地積測量図などを参考図として利用しても差し支えな
い。

P45 2 用地測量共通
仕様書
様式一覧表

様式名称；土地現地調査書 様式名称；土地現地調査報告書

P663 様式集 No.26 様式名称；土地現地調査書 様式名称；土地現地調査報告書

P687 様式集 No.24 ○○部立会者

注 １．摘要欄に対象地、隣接地の別を明記すること。
２．立会者が代理人の場合は、摘要欄に所有者等の関係を明記する
こと。

○○事務所立会者
立会年月日欄、資格確認欄追加
注 １．摘要欄に対象地、隣接地の別を明記すること。
２．関係欄には、立会人の所有者との関係について、本人、家族（続柄）、
管理者、代理人の区分により記載すること。現在の所有者が登記名義人と
異なる場合は、摘要欄に所有者の住所及び氏名並びに所有権取得に関
する登記名義人と所有者との関係（相続人や買受人など）を記入すること。
３．本人確認方法欄には、立会人の本人確認を行った方法について、次の
区分により該当する番号をすべて記載すること。
(1)身分証明書 (2)運転免許証 (3)各種被保険者証 (4)住基カード (5)委
任状 (6)立会通知書持参 (7)自宅訪問 (8)面識あり (9)他の立会人の申
述 (10)その他（具体的に記述）
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P689 様式集 No.26 土地現地調査書 土地現地調査報告書（嘱託登記用）
様式変更

P690 様式集 No.27
注 土地所在図、地積測量図を参考図として利用しても差し支えな
い。

外枠消去
注 土地所在図、地積測量図などを参考図として利用しても差し支えな
い。
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三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P689 様式集 No.26



ページ 章・編 条 現 行 改 訂

三重県業務委託共通仕様書一部改訂内容（平成２１年４月１日適用）

P689 様式集 No.26






